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はじめに

コスタリカはラテンアメリカのなかでも社会保障制度が整備されており，

同国を中米の福祉国家と呼ぶ論者もいる。コスタリカにおける社会保障制

度は，１９４０年代にキリスト教の影響を受けて社会改革をめざしたラファエ

ル・カルデロン＝グアルディア（Rafael Calderón Guardia）大統領期に，本

格的な整備が始まった。１９４８年の内戦後には，社会民主主義を標榜する国

民解放党（Partido Liberación Nacional: PLN）が政権につくことが多く，医

療制度や年金制度といった社会保障制度のいっそうの整備が進んだ。しか

し，１９８０年代になると他のラテンアメリカと同様にコスタリカも経済危機

に陥り，それへの打開策として新自由主義的な経済政策を採用するに至っ

た。そうしたことにともない，社会保障政策も改革される方向にある。

本章ではまず，１９８０年代までに形成されたコスタリカにおける福祉国家

がどのようなものであり，それがいかに形成されたのかという点を概観す

る。つぎに１９９０年代以降に行われた社会保障改革では，年金制度に関して

市場原理により即した積立方式が制度のなかに組み込まれ，普遍的な医療

制度にも市場原理の導入が試みられている。そこで，社会民主主義政党と

自己規定している国民解放党の影響力の強いコスタリカで，どのように市

場原理を重視する新自由主義的な社会保障制度改革が実現したのかという

点を検討する。

Ⅰ．コスタリカにおける福祉国家はどのようにみられてき

たのか

１．コスタリカにおける福祉国家の見方

コスタリカの社会保障制度がどのような性格なのか，すなわちどのよう

な類型に該当するのかということを語るときに，福祉レジームという用語

100



が用いられることが多い。福祉国家の類型化で最も広く知られているもの

にエスピン＝アンデルセン（Gøsta Esping-Andersen）の三つの福祉国家レ

ジーム論がある。すなわち，福祉国家が国家，市場そして家族等のような

多様な供給者の組み合せにより構成され，それをいくつかの類型に分類し

たものを福祉レジームと呼ぶ。それによると第一の自由主義的福祉国家レ

ジームは，国家は最低限の保障を行い，市民は能力に応じて福祉を市場か

ら調達する。また同レジームでは，ジェンダーへの関心は低いとされる。

第二の保守主義的福祉国家レジームでは，福祉の受給が職業的地位と結び

つき，福祉の受給に格差が生じる。このレジームでは，女性は家にいて，

家族にサービスを提供することが期待される。第三の社会民主主義レジー

ムでは，最も高い水準での平等を推し進める普遍主義的な保険制度に代表

される制度をもつ。それは同時に，女性の労働への参加が促される制度で

あるとされる（エスピン＝アンデルセン２００１,２８―３１）。

バリエントス（Armando Barrientos）はこのエスピン＝アンデルセンの三

つのレジームを参照し，ラテンアメリカ諸国は，保守主義モデル，とくに

家族が福祉供給で大きな役割を果たす南欧の保守主義モデルに類似してい

ると指摘している（Barrientos２００４,１３９）。これに対してコスタリカの社会

保障制度の普遍主義的性格に注目する研究者も多い。たとえば，セグーラ・

ウビエルゴ（Alex Segura-Ubiergo）は，コスタリカの社会保障システムを

ラテンアメリカのなかで最も包括的かつ普遍的であると評価している（Segura

-Ubiergo２００７,２２７）。ウィルソン（Bruce Wilson）も１９７０～１９７８年にかけて

２期連続した国民解放党政権下で，社会保障の普遍化を含む主要な社会サー

ビスが拡大したと述べている（Wilson１９９８,１０２）。こうした普遍主義的性

格の重視は，コスタリカの社会保障制度の性格を社会民主主義レジームで

あるとみなすことになる。このようにコスタリカの福祉国家の性格に関し

ては保守主義レジームに近いという見方と，社会民主主義レジームに近い

という見方がある。

それでは，コスタリカのこうした社会保障制度がどのように形成された

のかという点に関して，どのような見方があるのかみてみよう。ラテンア

メリカの福祉国家研究のさきがけに，メッサ＝ラーゴ（Carmelo Mesa-Lago）
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による圧力団体の役割に注目した研究がある（Mesa-Lago,１９７８）。彼はラ

テンアメリカのなかでもチリ，ウルグアイ，ペルー，アルゼンチンおよび

メキシコにおける社会保障制度の形成を分析し，そこに圧力団体が大きな

役割を果たし，そのことにより社会保障制度内部で職業により社会保障の

質や量に格差が生じたと論じている。これに対してローゼンバーグ（Mark

Rosenberg）は，コスタリカの場合，社会保障制度が各社会グループには

秘密裏にカルデロン＝グアルディア政権の主導により形成されたとし，そ

の後の拡大もラテンアメリカ内の改革の流れという外的な影響や政府官僚

によるイニシアティブの重要性を強調している（Rosenberg１９７９）。彼の分

析に基づくと，コスタリカの社会保障制度形成にはメッサ＝ラーゴの主張

するような圧力団体は影響がなかったことになる。コスタリカの福祉国家

がどのように形成されたのかに関して，圧力団体の役割をめぐってこのよ

うな異なる二つの見方がある。こうしたコスタリカの社会保障制度の性格

および形成要因に関しては第Ⅱ節のなかで検討したい。

２．新自由主義的社会保障制度改革の見方

前述したように，１９９０年代の年金改革は積立方式という市場原理に基づ

く方式への改革がなされた。また，年金とならぶ社会保障の柱である公的

医療制度も，「経営契約」という市場原理が導入された。経営契約とは公

共部門の経営改善のために開発され，実績に応じた擬似契約を政府と公的

医療機関との間に結ぶ手法である（丸岡２００８,２０６）。１９９０年代にラテンア

メリカ諸国においていかに新自由主義改革が遂行されたのかという問いに

対して，オドーネル（Guillermo O’Donnell）の委任型民主主義論が注目を

浴びた。彼によると委任型民主主義は，公正な選挙をとおして特定の個人

（大統領）を一定期間，国家の最高利害の体現者にする。そこでは，実際

の政策遂行にあたってテクノクラートが活用され，彼らは政治的に大統領

により社会の反対勢力からまもられているとされる（O’Donnell１９９７,２９４―

２９５）。

他方，政策研究の観点から社会政策の国際的政策伝播に注目する研究も
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出現している。コスタリカを含むラテンアメリカの新自由主義改革におい

て，世界銀行や IMF（国際通貨基金）の果たした役割は広く知られており，

ドビン（Frank Dobinn）らは国際機関のコンディショナリティによる政策

の伝播をインセンティブや支配的アイディアの転換とする観点，さらに強

制の概念（Dobinn et al.２００７,４５７）を用いてみてはどうかと提起している。

しかし，上述したオドーネルの委任型民主主義論をコスタリカに適用し

ようとすると，コスタリカの政治的状況から乖離してしまう。つまり，選

挙で選出された大統領が強力な行政権を行使して，新自由主義改革を推進

していったという事例は，コスタリカの場合見当たらない。また，コスタ

リカにおける新自由主義政策がいわゆる外圧により決定されたという主張

にも議論がある。サロム（Roberto Salom）は，ほぼ国際機関のコンディショ

ナリティを外部からの強制とみなし，国際金融機関による監督が（新自由

主義政策以外の）政策選択の幅を狭めていると判断している（Salom １９９６,

１１）。これに対してウィルソンは，社会民主主義を標榜する国民解放党が

なぜ新自由主義的経済政策を採用したのかという問題を設定し，それは IMF

やアメリカ合衆国国際開発庁（United States Agency for International Develop-

ment: USAID）などの外圧によるものではなく，国民解放党が経済団体や

マスコミなどと新自由主義同盟を形成したことによるとしている（Wilson

１９９４）。この点，新自由主義改革が外圧によるものなのか内部要因による

ものなのかという問題に留意する必要があろう。

コスタリカにおいては主要な政策課題に関して，１９９５年の国民解放党フィ

ゲーレス＝オルセン（José María Figueres Olsen）政権下においてフィゲー

レス＝オルセン大統領とキリスト教社会連合党（Partido Unidad Social

Cristiano: PUSC）のラファエル・カルデロン＝フォルニエル前大統領（Rafael

Calderón Fornier）によるフィゲーレス・カルデロン協定が締結され，１９９８

年にはキリスト教社会連合党のロドリゲス（Miguel Ángel Rodríguez）政権

下において政府と社会各団体からなる協定が締結されるというように協調

路線がみられた。また，従来の制度がその後の改革に影響を与えたとする

見方と関連させて考えると，ローゼンバーグは，社会保険を運営するコス

タリカ社会保険公庫（Caja Costarricense de Seguro Social: CCSS）が，それ
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自身への支持獲得のために宣伝活動し，有力な支持を与えてくれるグルー

プに自らへの支持を働き掛けていると述べ，制定された社会保険の運営機

関自らが自己の制度維持のために活動していることを示している（Rosenberg

１９７９,１２２）。

このようにコスタリカの新自由主義的社会保障制度改革に関する見解を

みると，次の二点に注目する必要があろう。第一に国内政治的要因である。

とくに，社会保障改革に先立ってなされた協調がどのようなものであった

かについて明らかにする必要がある。第二に外圧の影響を考慮する必要が

ある。世界銀行等の国際機関は，制度改革に影響を与えたのか。与えたの

であればどのような形態でどのように影響を与えたのかを考察する必要が

ある。これらの視点については第Ⅲ節で検討することにする。

Ⅱ．コスタリカにおける福祉国家の形成

１．コスタリカにおける社会保障制度の制定

本節では，１９８０年代までに形成されたコスタリカにおける福祉国家の性

格とその形成要因について概観する。コスタリカにおける社会保障制度の

整備は，１９４０年代のカルデロン＝グアルディア大統領期に始まる。同政権

下の１９４１年には，医療保険や年金を管轄するコスタリカ社会保険公庫が設

立された（Mesa-Lago２０００,４０２―４０３）。コスタリカ社会保険公庫は，月収が

３００コロン以下（１９４１年価格５４．０ドル）の都市部に住む工業労働者，ホワ

イトカラー，公務員を対象とし，医療，若年障害者，老齢年金，失業保険

を提供した（Rosenberg１９８１,２８６―２８７）。同公庫の経営最高機関は，政労使

各界３名から構成される運営委員会（Junta Directiva）があたり，総裁は政

府代表者から選出されることになっている（Lavell１９９２,１１７）。１９４２年に改

正された憲法には，政府が社会保障，最低賃金，職場の安全，団体交渉な

どを保障するものとされ，同憲法に定められた社会的保障条項に基づき，

労働法制も整備された。１９４３年に制定された労働法には，団体交渉の義務
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化，労働者の団結権，最低賃金，８時間労働，一方的な解雇に対する労働

者への保護，労働争議を仲裁する労働裁判所の設立等が規定されている。

カルデロン＝グアルディア政権における広範な社会保障制度の形成要因

を，労働組合を含む圧力団体からの圧力や働き掛けに帰する研究は見当た

らない。圧力団体の働きを重視するメッサ＝ラーゴ自身も，カルデロン＝

グアルディアは与党国民共和党（Partido Republicano Nacional: PRN）の最

保守派に属し，社会キリスト教の原則と社会改革の信奉者であり，社会保

障の整備は，当時の危機に対する対応であったとしている（Mesa-Lago２０００,

４０２）。またウィルソンによると，カルデロン＝グアルディアが社会保障制

度の原案を作成するにあたり，少数のアドバイザーにのみ諮り，法案作成

は，公式あるいは非公式のいかなる組織グループの関与なしになされたと

述べている（Wilson１９９８,３１）。ただし，教会からの支持を求め，それを得

たとされている（Rosenberg１９８１,２８０―２９０）。重要な例外は，１９３０年代にユ

ナイテッド・フルーツ社のバナナ農園労働者組合がストライキを行い，医

療サービスと病院設備の設立を会社側から獲得したことであるが，それは

同社内に限定されたことであった（Rosenberg１９７９,１１９）。ウィルソンも，

カルデロン＝グアルディアのコスタリカでの労働者の貧困に関する理解と

社会キリスト教の原理を，同国での社会保障制度の基礎が形成される要因

の一つとして指摘している（Wilson１９９８,３１）。

以上の先行研究より，コスタリカにおける福祉国家の基礎は，保守派で

社会キリスト教原理の信奉者であるカルデロン＝グアルディア大統領によ

り，経済的危機の状況のもとで社会組織の影響からは独立して確立された

とみられる。そこでは，圧力団体の影響や労働組合による動員の成功によ

る福祉国家の形成という要因は見当たらない。ただし，コーヒー農園主な

どの改革に対する反発や与党内の反発と分裂に対応し，カルデロン＝グア

ルディアとその後継のテオドロ・ピカド（Teodoro Picado）政権は，改革

を推進させるため，共産党と社会キリスト教原理の推進者であったサンホ

セ大司教との同盟を形成した（Wilson１９９８,３２; Booth １９９８,４７; モリーナ／

パーマー２００７,１１７―１２３）。このカルデロン＝グアルディアの共産党との同

盟は，後の内戦の一因を形成することになる。
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２．国民解放党政権とコスタリカにおける福祉国家の確立

１９４８年大統領選挙をめぐり，カルデロン派とその後のコスタリカ政治に

大きな影響力をもつに至る国民解放党の創設者の１人であるホセ・フィゲー

レス＝フェレール（José Figueres Ferrer）派を含む野党候補オティリオ・

ウラテ（Otiolio Ulate）派との内戦が同年勃発した。この大統領戦は前回の

１９４４年大統領選挙をめぐる疑惑，第二次世界大戦による厳しい財政状況，

共産党の影響拡大のなかで実施されたものであった。内戦は，フィゲーレ

ス派の勝利に終わり，フィゲーレス＝フェレールを首班とする第二共和制

創設評議会（Junta Fundadora de la Segunda República）が樹立され，その後

ウラテが大統領に就任した（Oconitrillo２００４,１２１―１３７）。

１９５３年には国民解放党フィゲーレス＝フェレール政権が成立し，その後

同党は２０１４年現在のチンチージャ（Laura Chinchilla）政権に至るまで，９

度政権についている（第１章表１参照）。そのためコスタリカにおける福祉

国家の確立には，国民解放党政権が深く関与していると考えるのが妥当で

あろう。そこで，まず国民解放党の掲げる政策に関して社会保障を中心に

みてみよう。国民解放党のウェブサイトでは，同党をコスタリカ社会民主

党（Partido Socialdemócrata de Costa Rica）とよび，「われわれは多くの輝か

しい事業の支えであった社会民主主義の原則から着想を得て，国民解放

（党）がすべてのコスタリカ人にとってのシンボルであれとの希望を与え

る」（１）と自党を社会民主主義政党であると規定している。また。同党は社

会民主主義政党の国際組織である社会主義インターナショナルのメンバー

でもある。

１９５２年５月に行われた同党政党登録の登録書のなかにあるドクトリン・

プログラム（programa doctrinal）では，同党が社会政策を重視しているこ

とが繰り返し強調されている。同文書の１条には民主主義の尊重を謳った

後，「完全なる自由の実現は，単に伝統的市民権や政治的権利だけではな

く，食料，住居，医療，健康，娯楽そして教育を最大限満足させることに

より構成される」と社会権の確立を宣言している。そして第４条には「全

国民に福祉を提供する社会政策の整備」が同党の目標として揚げられ，第
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７条では経済的弱者に対する扶助提供，第８条では教育の振興，第９条で

は高い水準の公的医療と社会保険の達成が明記されている（２）。

「社会革命のためのマニフェスト」（Manifiesto Democrático para una Revolución

Social）という同党の文書のなかでも，民主主義は経済の発展と平等な分

配をとおして経済的，文化的および精神的に悲惨な状況を除去するための

諸資源に依存しているとし，そうした諸資源として医療や社会保障等個別

の社会政策を列挙している。すなわち同党は，民主主義には社会的な平等

という実質がともなう必要性があるとの立場をとっている（３）。このように

同党は，創設時から社会保障の拡充や適切な賃金の支払いをその基本的理

念としていたことが確認できる。

つぎに，国民解放党の支持基盤に関して検討する。デルガード（Jaime

Delgado Rojas）によると国民解放党は，設立時にカルデロン＝グアルディ

アに反対する諸派が結集して結成されたものであり，そこには当時の寡頭

支配階級であったオリガルキーや企業家，中産階級，労働者や貧しい小農

民の利益が混在していた。社会民主主義の思想にしても，マルクス主義の

流れを汲むもの，ラテンアメリカの改革派とくにペルーを基盤に社会主義

を指向したアメリカ人民革命同盟（Alianza Popular Revolucionaria Americana:

APRA）の影響を受けたもの，経済過程に対する国家介入を強めるべきで

あるとの思想が混在していたとされている（Delgado１９９１,１８―１９）。他方，

同党は西欧の社会主義政党とは異なり，労働運動との排他的結びつきはな

く，中産層や低所得層を代表し，再分配政策や経済過程における国家の役

割を重視するものであるとの指摘もある（Wilson１９９８,６２）。いずれにせよ，

同党は労働組合との排他的関係をもたず，中産層や低所得層を中心としつ

つも幅広い支持層をもつ社会民主主義政党であるといえる。

前述のようにコスタリカの社会保保障の基礎は，カルデロン＝グアルディ

ア政権期に整えられたが，１９５０年代は社会保険のカバレージはむしろ停滞

し，それが拡大したのは１９６１年の憲法改正が契機であった。同修正憲法で

は，社会保険の普遍化が定められ，ほとんどの製造業労働者，商業労働者，

建設労働者およびその家族に，コスタリカ社会保険公庫の対象が拡大され

た（Rosenberg１９７９,１２５; Mesa-Lago２０００,４２０）。医療保険のカバー率は，１９５５
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～１９６０年にかけて１２パーセントから１５パーセントと微増であった。それが

１９６５年に３０パーセント，１９７０年に４６パーセント，１９７５年には６５パーセント

と急激に上昇していった（Rosenberg１９７９,１２４）。その社会保障の普遍化を

定めた憲法制定は，国民統合党（Partido Unificación Nacional: PUN）のマリ

オ・エチャンディ（Mario Echandi,１９５８～１９６２年）政権下のことであったが，

普遍化自体はコスタリカ保険公庫官僚と国民解放党の国会議員でコスタリ

カ社会保険公庫代表者との間の会談で提起されたものであり，技術的裏づ

けがないとするコスタリカ社会保険公庫官僚の反対を押し切って同党国会

議員により成し遂げられたものであった（Rosenberg１９７９,１２６）。

非国民解放党系のエチャンディ政権やトレホス＝フェルナンデス（José

Joaquín Trejos Fernández,１９６６～１９７０年）政権においても国民解放党の社会

政策を変更させる試みはみられず，公的社会支出は上昇を続けた（Mesa-Lago

２０００,４１９―４２０）。１９７０年代には第二次フィゲーレス＝フェレール（１９７０～１９７４

年）政権とオドゥベル（Daniel Oduber,１９７４～１９７８年）政権という国民解放

党政権が２期連続し，この間に福祉国家のさらなる拡大がみられた。１９７１

年にはコスタリカ社会保険公庫法が改正され，社会保険公庫は加入条件の

所得上限額を撤廃し，農業労働者・自営業者・家内サービス労働者・年金

生活者も社会保険公庫の社会保険にカバーされるようになった。さらに社

会保険公庫は貧困者への医療サービスを支援することができるようになっ

た。１９７１年には社会扶助機関の社会扶助院（Instituto Mixto de Ayuda Social:

IMAS）が設立され，貧困者向けの政策が本格的に開始された。１９７５年に

はオドゥベル政権により農村部の貧困軽減を主目的とする家族手当制度が

設立された。オドゥベル政権末期に提出された報告書によると，１９７８年に

おけるコスタリカ社会保険公庫による医療保険のカバー率は人口の７４パー

セントであり，残りの１０パーセントは貧困者向けの特別制度によりカバー

されていたとしている（Mesa-Lago２０００,４１９―４４３; Miranda ２０１０,１８３―１９４）。

さらに最貧困状況にある高齢者を対象とした，保険料を支払わなくても受

給できる主として税を財源とする非拠出制年金制度が１９７５年に制定された。

この非拠出制年金もコスタリカ社会保険公庫により運営されている（Valverde

２００２,１９４）。このように１９６０年代と１９７０年代においてコスタリカの社会保
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険，および貧困者向けの社会扶助が整備され，そのカバー率も拡大した。

３．コスタリカにおける福祉国家の性格

こうした１９６０年代と１９７０年代における社会保障制度の拡大，とくに医療

制度の普及は平均余命の長さや乳幼児死亡率の低さとなって表れている。

１９９０～１９９５年にかけての平均余命は，表１に示したラテンアメリカ主要国

のなかで最も高い。また，同時期における乳幼児死亡率は同地域主要国の

なかで最も低い。中米・カリブ地域をみると，平均余命が短く，乳幼児死

亡率が高い国が多いなかで，コスタリカは，キューバとパナマとともに同

指数が良好な国に属する。こうした医療の普及と並行して教育の普及もみ

られ，１９９０年の１５歳以上人口に占める非識字率は中米・カリブ地域ではキュー

バに次いで低く，ラテンアメリカ域内でもアルゼンチン，チリおよびウル

グアイのような南部諸国と並ぶものとなっている。

医療や教育が１９６０年代以降広く普及したのに対して，年金のカバー率の

拡大はそれほど進んでいなかった。１９９０年までのコスタリカの年金制度は

２１の制度が分立し，そのカバー率は就労者の約半数であった。そのなかで

最大のものはコスタリカ社会保険公庫の年金制度であるが，民間労働者の

すべてと公務員の６０パーセントをカバーし，就労者の４５パーセントをカバー

していた。コスタリカ保険公庫は同時に非拠出制年金制度も運用していた。

就労人口の残りの５パーセントは１９に分立した制度によりカバーされてい

た（Demirgüç−Kunt and Schwarz １９９５,４）。また，２０００年における６５才以上

の高齢者のなかで，受給するためには保険料を支払う必要のある拠出制老

齢年金受給者は３５．３パーセント，非拠出制年金受給者が２０．２パーセントで

あり，残りの４４．４パーセントが無年金者となっている（Valverde２００２,２０６）。

このように年金制度は，１９９０年までは職域別に分立していたといってよく，

その意味で社会保障が職域と連動していた。その財政方式は，保険料を基

にした賦課方式に加えて，積立基金をもつものである（丸岡２００５,２８）。

また，無年金の高齢者の多くは，特別に資産がないかぎり家族により扶

養されていると考えるのが順当であろう。１９９４年におけるコスタリカの世
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帯構成をみると，独居世帯（hogar unipersonal）が５．４パーセント，世帯主

夫妻に子供が同居する核家族（familia nuclear）が６７．１パーセント，核家族

に他の親戚が同居する拡大家族（familia extensa）が２０．１パーセントとなっ

ている（CEPAL １９９８,１３１）。また，国家統計センサス局（Instituto Nacional

de Estadística y Censos: INEC）の統計によると，２０００年における６０歳以上

の世帯構成は，単身世帯が９．４パーセント，２人から５人の世帯が６２．９パー

セント，５人以上の世帯が２７．６パーセントである（４）。この統計からみるか

ぎり，コスタリカの高齢者世帯は，夫婦世帯か子供との同居世帯が圧倒的

多数であることが想定される。

さらに，コスタリカにおける女性の経済活動参加率がラテンアメリカの

なかで高いわけではない。図１は，ラテンアメリカ主要国の女性経済活動

参加率である。各国とも１９７０年以降上昇に転じているが，コスタリカは主

要国のなかでも女性経済活動参加率は最低であり，１９９０年に２５パーセント

に達していない。このことは，少なくとも１９９０年までは基本的に男性が外

で働き収入を得，女性は家庭にとどまり家族の面倒をみるという男性稼得

者モデルがコスタリカの平均的家族像であることを示している。

こうしたコスタリカの社会保障制度の特色を先に挙げたエスピン＝アン

デルセンの三つの福祉国家レジーム論に照らし合わせてみると，教育や医

図１ ラテンアメリカ主要国の女性経済活動参加率

（出所） CEPAL（１９９２,２１;１９９７,２１）。
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療面では全国民を対象とした普遍的制度であり，それぞれ効果も上げてい

ることから社会民主主義レジームであるといえる。他方，年金のカバー率

が低く，しかも職域に連動した制度であり，さらに高齢者の多くは家族に

より扶養・ケアされていること，また女性の労働力化率が低いことなどは，

職域と福祉供給が連動し家族の福祉供給の役割を重視する保守主義レジー

ムに該当する。そのため，１９８０年代までのコスタリカの福祉国家を総体で

表すと社会民主主義レジームと保守主義レジームの混合ということができ

る。こうしたコスタリカの社会保障制度は，前項でみたように特定の圧力

団体や労働組合の影響により形成されたものではなく，社会民主主義を指

向する国民解放党政権のもと，党や政府の主導で形成された。

Ⅲ．新自由主義的社会保障制度改革

前節ではコスタリカにおける社会保障制度の形成と，同国の福祉国家の

性格をみてきた。ここでは，１９９０年代からの新自由主義的社会保障制度改

革を概観し，制度改革の経緯と制度改革を経たコスタリカの福祉国家の性

格について検討したい。

１．年金制度改革

年金制度改革は１９９０年に成立したキリスト教社会連合党のカルデロン＝

フォルニエル政権期に着手された。この時期の改革は，既存の年金制度の

枠組みを維持しつつ分立した制度の統合および年金財政の改革がめざされ

た。１９９２年に行われた改革は，公的部門を対象とした１９の特別年金制度の

うち，教育部門年金制度と司法年金制度を除く１７の年金制度を統一するこ

とを目的としていた。この制度統合は１９９２年１０月に議会で承認されたが，

当初は１９の特別年金制度すべてを統合するはずであった。しかし，教員と

司法年金制度加入者からの強力な政治的反対により，１７制度の統一と二つ

の特別制度の存続という改革で決着した（Demirgüç−Kunt and Schwarz１９９５,
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１―５）。さらに当初の改革計画では，年金支給開始年齢を女性５５歳，男性５７

歳から６５歳へと引き上げるものであったが，最終的には女性が５９歳１１カ月，

男性が６１歳１１カ月で決定した（López y Umaña２００６,３０）。

１９９４年に成立した国民解放党のフィゲーレス＝オルセン政権でも改革は

継続され，１９９５年には教員の保険料を集団で積み立て，積立金とその運用

益から年金が支給される集団積み立て方式と現役労働者の保険料がそのま

ま退職者の年金として支給される賦課方式が並立する年金改革もめざされ

た。教員年金制度改革は，教員組合の激しい抵抗に遭い，８月には交渉で

決着をつけることでいったん合意した（５）。しかし同年１０月には教員組合側

がストを続ける構えをみせたために合意が成立しなかった（６）が，同年７月

に国会で可決された法律７５３１号による集団積み立て方式制度が最終的に導

入された（López y Umaña ２００６,２９）。１９９６年には支給年齢の引き上げや年

金の所得代替率の引き下げがめざされたが，労働者の激しい抵抗に遭い，

改革は全面的な失敗に終わった（Martínez Franzoni y Mesa-Lago２００３,５; López

y Umaña２００６,３０）。この年金改革に先立ち，１９９５年４月２８日には当時のフィ

ゲーレス＝オルセン大統領とカルデロン＝フォルニエル前大統領が国家の

諸問題を解決するためには，政府，国民解放党およびキリスト教社会同盟

党の合意が必要であるとのフィゲーレス・カルデロン協定が署名された（７）。

しかし，二大政党による合意は，この時の年金改革に限ってみると有効に

機能しなかったといえる。

１９９８年に成立したキリスト教社会連合党のロドリゲス政権での年金改革

は，世銀の提言に沿うように積み立て方式の導入がめざされ，年金改革に

新自由主義的要素が加わった。同政権主導で労働，社会，経済問題に関す

る社会的協議の場，国民協調フォーラム（Foro de Concertación）が設立さ

れた。１９９８年９月２５日に出されたコンセルタシオンの年金に関する委員会

の最終報告書には，国家，国民解放党を含む諸政党，労働組合，社会運動

の代表が協議に参加したことが記されている。そこでの合意事項として，

既存の老齢年金を第一の柱として強化すること，第二の柱として強制加入

の積み立て方式年金を設立する，第三の柱として個人積立年金を設立する，

というものである（８）。同合意は，そのほとんどが議会での審議を経て２０００
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年２月に労働者保護法（Ley de Protección del Trabajador）として公布され

た（Martínez Franzoni y Mesa-Lago２００３,５; 丸岡２００５,３３―３４）。２０００年に行わ

れた改革は，ほぼ世界銀行の提言に沿った改革であり（丸岡２００５,３３―３４），

積み立て方式という新たな制度が導入されたという点でそれまでの改革と

は異なっている。積み立て方式という市場原理を重視した手法の導入は，

同改革が新自由主義的であるという評価がなされる根拠となっている。と

はいえ，この改革はコンセルタシオンという社会協議に基づき決定したと

いう点で，世界銀行の提言という外圧のみが制度変更に影響したとする見

方は否定される。

その後も人口の高齢化にともなう年金制度の持続性に関する議論は続き，

２００３年には年金改革に関する国民協調フォーラムが，２００４年には社会委員

会（Comisión Social）が設立され，年金改革に関する提案がなされた（López

y Umaña２００６,３１）。この提案に基づき，拠出率の段階的引き上げが決まっ

た。通常拠出率の引き上げには政治的抵抗がみられるが，コスタリカ社会

保険公庫の年金担当者によると，コスタリカ社会保険公庫は政府から独立

した機関であり，年金保険会計担当者が技術的に将来必要額を積算し，引

き上げを運営委員会に諮り決定したとのことであった。すなわち，この拠

出率の引き上げは社会協議の存在，またコスタリカ社会保険公庫の組織と

しての独立性の高さからそれが比較的容易に達成されたことになる。

第一の柱としての老齢年金（Seguro de Invalidez Vejez y Muerte: IVM）は，

雇用労働者と自営業者は加入義務があり，それ以外は任意加入である。提

供する年金は，障害，老齢および遺族年金である。２００５年の制度改革前は

老齢年金の給付開始年齢は女性が保険料の最低４６６回の拠出金支払いを条

件として５９歳１１カ月から，男性が保険料４６２カ月を条件とし６１歳と１１カ月

であった。保険料率は，使用者が給与の４．７５パーセント，被雇用者が２．５

パーセント，国が０．２５パーセントとなっている。支給される年金の算出は，

退職５年間前の最高賃金４８カ月の平均を基準とし，支給額は支払い期間２０

年まではその６０パーセント，２０年を超える分は１年に当たり１パーセント

を加えることになっている。支給に要する保険料払い込みは，年齢が上が

るとともに低下し，男女６５歳では２４０回となっている（Aguilar２００４,２８１）。
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それが２００５年の改革により，保険料率は使用者が給与の５．７４パーセント，

被雇用者が３．５０パーセントおよび国が１．２５パーセントにまで引き上げられ，

保険料の最低支払い回数も２４０回から３００回に引き上げられた。また，保険

料の算定基準も最高賃金銀の４８カ月の平均から２４０カ月の平均へと実質的

に引き下げられた（López y Umaña ２００６,４６）。新制度での年金所得代替率

は，所得が最低賃金の２倍以下のものに対して年金算定基準の５２．５パーセ

ントから，所得が上がるに従い代替率は下がり，最低賃金の８倍以上の所

得があるものに対して算定基準の４３．０パーセントが支払われる（９）。

年金制度の第二の柱として積み立て方式年金があり，対象は被用者，コ

スタリカ社会保険公庫職員，国営銀行職員，電力公社職員，石油精製会社

職員その他となっている。保険料率は，使用者が給料の３．２５パーセント，

本人が１パーセントとなっている。第三の柱は，任意加入の積み立て方式

年金であり，民間年金会社あるいは年金基金に保険料を積み立てることに

なっている（Aguilar２００４,２８４―２８５）。

このように，１９９０年代の年金改革は年金財政の持続可能性の観点から，

支給年齢の引き上げや給付水準の引き下げなどの改革が行われた。２０００年

に行われた改革は，積み立て方式の導入を中心とした世界銀行の提言に沿っ

た内容となっており，新自由主義的改革であると評価されている。コスタ

リカの年金制度改革は，関係する労働団体や社会組織から強い反対がなさ

れ，改革が中断したこともあったが，最終的には政労使社会団体を含む社

会協議により合意がなされたうえで推進された。その意味で，コスタリカ

の年金改革の事例では国際機関による提言を単なる外圧としてみることは

できず，政府主導の社会協議により成立したものである。そこにはウィル

ソン説，すなわち国民解放党が経済団体やマスコミなどと新自由主義同盟

を形成したことも背景にあった可能性が考えられる（Wilson１９９４）。２００５

年の改革に関しても同様のことがいえる。また，年金保険料引き上げも，

社会保険公庫が政府から独立性の高い組織となっていることも作用して大

きな問題がなく達成できた。

コスタリカの年金制度としては，こうした拠出制年金のほかに，税を財

源としコスタリカ社会保険公庫が運営する貧困層を対象とした非拠出制年
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金がある。受給の条件は世帯構成員の１人当たりの収入が基礎的食糧バス

ケット購入金額（１０）の１．８倍以下であること，すなわち貧困状態にあること，

規定以上の不動産を所有しないこと，基礎的ニーズを充足させるものを所

持しないこと等である。給付される年金の種類は，６５才以上の人に対する

老齢年金，障害年金，扶養者のいない寡婦年金，孤児に対する年金である。

この非拠出制年金には老齢年金のほかに脳性疾患患者や医療扶助も含まれ

ている（１１）（CCSS２０１０,３５）。

２．医療制度改革

コスタリカ社会保険公庫による医療保険（seguro de salud. 正式には疾病・

母性保険 Seguro de Enfermedad y Maternidad）は，１９４２年に首都サンホセを

含む全国の州都の低所得労働者向けに開始された。丸岡によると，コスタ

リカで医療が普遍化されたのは，１９７０年代の二つの国民解放党政権下であっ

たという（丸岡２００８）。１９７１年には「全国保健医療計画」（Plan Nacional de

Salud）が策定され，保健省は予防を，コスタリカ社会保険公庫は治療を

担当することとなり，１９７７年までに全国立病院がコスタリカ社会保険公庫

に移管され，同公庫が一元的に医療サービスを提供することとなった。同

年社会保険公庫が，貧困層を含めた自営業者の支援をするように法令が改

正された。他方１９７４年には社会開発家族給付基金（FODESAF）が設立さ

れ，農村部を含めた予防とプライマリケアーが普及した（丸岡２００８,２７―４０;

CCSS sin fecha１１７）。

図２は，国家統計センサス局の示す社会保険（医療）のカバー率と賃労

働者の社会保険料納付率である。２００９年の社会保険（医療）カバー率は８３

パーセントであり，そのうち社会保険料納付率は８６パーセントと高い水準

にある。一方，コスタリカ社会保険公庫の統計によると２０１０年の拠出制医

療保険の人口に対するカバー率は９１．９パーセント（CCSS２０１０,２４）とされ，

統計局の統計とは異なる率を示している。しかし，いずれにせよ医療保険

が広く国民に普及し普遍化していることがわかる。

コスタリカ社会保険公庫等による「コスタリカの医療システム」と題す
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る文書では，コスタリカの医療制度は表２にあるように８機関により構成

されるとしている。このうち医療サービスを直接提供しているのは，コス

タリカ社会保険公庫所属の病院・クリニックと民間医療部門である。この

ようにコスタリカ社会保険公庫は，上述した年金（IVM）を運営するとと

もに医療保険（seguro de salud）を運営し，かつ医療サービスを提供して

いる。医療保険の対象者は被雇用労働者，自営業者，任意加入者，年金受

給者（非拠出制年金受給者を含む）等と同扶養家族などであり広く人口をカ

機関 機能

保健省 医療行政の統括

コスタリカ社会保険公庫 全国民に対する医療サービスの提供

国家保険院 労働災害保険

上下水道局 上下水道の運営管理

大学・研究機関 医療従事者の育成と研究

民間医療部門 民間の医療サービス提供

市 環境保全

コミュニティ 市民組織をとおして医療行政に参加

図２ 社会保険のカバー率と保険料納付率

（出所） 国家統計センサス局ウェブページ（http://www.inec.go.cr/cgibin/RpWeb
Engine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=ODM）。

表２ コスタリカの医療システム

（出所） CCSS et al.（２００４,１５―１６）より筆者作成。
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バーしている。保険料は，被雇用労働者が賃金の５．５パーセント，雇用者

が賃金の９．２５パーセント，国家が０．２５パーセントであり，被雇用労働者の

負担は年金保険料を加えると賃金の８パーセント，雇用者は１４パーセント，

国家は０．５パーセントとなっている。一次医療は診療所（puesto），保健セ

ンター（centro de salud），クリニックで行われる。二次医療はクリニック

や病院で行われる。高度医療を行う三次医療は，地域病院，国立総合病院

や専門病院で行われる（CCSS et al.２００４,２６―２７）。一次医療の中心は，統合

医療基礎チーム（Equipos Básicos de Atención Integral en Salud: EBAIS）と呼

ばれるもので，全国に９８２チーム，二次医療の中心を担う周辺病院（hospital

periférico）は１３，三次医療を担う国立病院はサンホセに３病院と全国８地

域に１病院ずつ８地域病院が存在し，国立リハビリテーションセンターな

ど専門病院が６病院ある（CCSS２０１０,１５―１７）。

このようにコスタリカの医療は，コスタリカ社会保険公庫が財政とサー

ビス提供を担っていたが，１９８０年代以降の経済危機のなかでその財政が悪

化していった。それへの対処としては保険料率の引き上げが１９８３年に実施

され，政労使の保険料率は，１４パーセントから１６パーセントに引き上げら

れた。こうした保険料率の引き上げは IMFとの合意に基づいていた（丸

岡２００８,１６０―１６１）。さらに財政危機は医療部門で，基礎的薬剤の不足や遅

配，長い待ち時間，不適切な治療，ベッドの不足や機材の老朽化といった

問題が起こった。また保健省とコスタリカ社会保険公庫の機能の重複といっ

た問題も指摘されていた（Lisulo２００３,２―３）。

こうした医療制度の問題に対処するために医療部門改革として，（１）医

療サービス提供者による医療サービスパッケージの標準化，（２）住民が同

じ医療サービスを受けられるように人員配置を行う，（３）保健省と社会保

険後者の重複サービス部分を仕分けし，さらに医療部門をファイナンス部

門，管理部門およびサービス提供部門に３分割することとなった。この分

割により，医療部門に市場メカニズムが導入されることとなった（Martínez

Franzoni y Mesa-Lago２００３,４５―４７）。その核心が１９９７～１９９８年にかけて制定

された経営契約（compromiso de gestión）と呼ばれるものである。これは，

コスタリカ社会保険公庫がファイナンスを行い，各医療機関はコスタリカ
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社会保険公庫と経営契約を結び，支払いを受け，固定経費に加えて一部は

インセンティブ向上や固定経費を上回った場合などに出費されるようになっ

た（Sojo１９９８; 丸岡２００８,２０８―２１７）。

このような医療制度に市場原理を導入した新自由主義的な医療改革が行

われた理由として，丸岡は世界銀行や米州開発銀行からの医療改革に関す

る融資を指摘する（丸岡２００８）。しかし，ここでもこうした国際機関から

の融資によってのみ制度改革が決定されたのではなく，フィゲーレス＝オ

ルセンが大統領に就任する以前から国民解放党のメンバーを含めた超党派

の医療関係者の専門委員会が設置され，改革の方向性を決定されたとされ

ている。さらに改革の方向性は政権が交代しても維持されていた（丸岡

２００８,１９４―１９９）。すなわち１９９０年代の新自由主義的医療改革では，国際機

関の提示した政策メニューを国内の政治的合意により遂行したということ

ができる。

Ⅳ．対貧困政策

つぎに，コスタリカにおける貧困の状況と対貧困政策の推移を概観する。

図３は，１９８７～２００９年までのコスタリカの貧困率の推移を示したものであ

る。それによると貧困率は，１９８０年代後半の３０パーセント前後から１９９０年

代以降には２０パーセント前後に低下している。ただし，貧困率は経済情勢

を反映し，１９８０年代経済危機がピークに達した１９８７年には５０パーセントを

超え，１９９０年代になってからも１９９１～１９９２年は高かったとの推計もある

（Román２０１０,１３―１４）。同様に最貧困率も，１９８０年代の１０パーセント前後

から１９９３年以降は５パーセント前後に低下している。ナシオナル大学人口

に関する社会研究所研究員が２００８年４月に６００世帯を対象に行った，政府

に求める要求事項に関する電話調査によると，１位が社会的治安の問題で

６８．５パーセント，２位が貧困と格差問題で３０．１パーセント，３位が失業問

題で１６．０パーセントとなっており，貧困問題に対して国民が高い関心を示

し，政府に解決を求めている（Sandoval et al.２００８,１７）ことがわかる。
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貧困世帯の特徴は，世帯構成員が多い（平均４．７人），従属人口比率が高

い，世帯構成員（および世帯主）の教育水準が低い，最貧困世帯の世帯主

は女性である場合が多い（４８パーセント），就業者の人数が少ない，失業率

が高い，フォーマルセクターでの就労が低いなどである（Montero y Barahona

２００３,１２―１３）。他方所得分配は，１９９０年のジニ係数が０．４３８であったのに対

して１９９０年代から２０００年代にかけて悪化し，２００９年には０．５０１になってい

る。ジニ係数は，所得分配の平等・不平等度をみる指数で，基本的に０に

近いほど平等で，１に近づくほど不平等度が高まる。それでも，域内大国

アルゼンチン，ブラジルおよびメキシコと比べると低く，また中米の隣国

ニカラグアやパナマと比べても低く，ラテンアメリカ域内では所得分配が

相対的平等な国であるといえる（表３参照）。

コスタリカの貧困層に対する政策としては，１９７０～１９８０年代にかけて経

済危機の影響を緩和する一時的なプログラムが実施されたが，１９９０年代以

降，扶助受給者のターゲティングを定め，その能力向上とリンクさせる政

策へと移行していった。１９７１年フィゲーレス＝フェレール国民解放党政権

期（１９７０～１９７４年）に貧困政策の実施機関として先に述べた社会扶助院

（IMAS）が設立された。社会扶助院の財源として，財政からの支出，寄

図３ 貧困率

（出所） 図２に同じ。
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付や借款のほかに使用者が賃金の０．５パーセント分を負担することが同院

設立法に記されており，２００２年には簡易宿泊施設などの宿泊費の３０パーセ

ントが同院の財源に加えられた（１２）。１９８０年代になると社会扶助院により，

経済危機に影響による最貧困者への影響を緩和する時限的な食料扶助，失

業給付や教育・住居などに関するプログラムが実施された。１９９０年代初頭

には経済成長の減速や構造調整の影響を受けた脆弱家族に対する支援や食

料クーポンの支給が行われた（Román２０１０,２３）。当初対貧困政策は，この

ような貧困緩和政策が中心であったが，しだいに貧困の連鎖を断つべく医

療や教育の普及等とリンクされた政策がとられるようになった。

フィゲーレス＝オルセン国民解放党政権（１９９４～１９９８年）では貧困撲滅

国家計画（Plan Nacional de Combate contra Pobreza）が立案施行された。同

政権では，医療と教育分野の普遍的制度の拡充政策と貧困層に対象を絞っ

たプログラムの拡充政策が実施された。続くロドリゲス・キリスト教社会

年 コスタリカ アルゼンチン ブラジル メキシコ ニカラグア パナマ

１９８９ － － － ０．５３６ － －
１９９０ ０．４３８ － ０．６２７ － － －
１９９３ － － ０．６２１ － ０．５８２ －
１９９４ ０．４６１ － － ０．５３９ － －
１９９６ － － ０．６３７ ０．５２６ － －
１９９７ ０．４５０ － － － － －
１９９８ － － － － ０．５８３ －
１９９９ ０．４７３ ０．５３９ ０．６４０ ０．５３９ － －
２０００ － － － ０．５４２ － －
２００１ － － ０．６３９ － ０．５７９ －
２００２ ０．４８８ ０．５７８ ０．６３４ ０．５１４ － ０．５６７
２００３ － － ０．６２１ － － －
２００４ ０．４７８ ０．５３１ ０．６１２ ０．５１６ － ０．５４１
２００５ ０．４７０ ０．５２６ ０．６１３ ０．５２８ ０．５３２ ０．５２９
２００６ ０．４８２ ０．５１９ ０．６０５ ０．５０６ － ０．５４０
２００７ ０．４８４ － ０．５９０ － － ０．５２４
２００８ ０．４７３ － ０．５９４ ０．５１５ － ０．５２４
２００９ ０．５０１ ０．５１０ ０．５７６ － － ０．５２３

表３ ジニ係数

（出所） http://www.eclac.cl/publicaciones/より筆者作成。
（注） アルゼンチンは都市部。
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連合党政権（１９９８～２００２年）でも教育と医療を優先する政策がとられ，貧

困緩和施策としては最貧困層をおもな対象とした連帯計画（Plan de

Solidaridad）が実施された。パチェコ（Abel Pacheco）キリスト教社会連合

党政権（２００２～２００６年）でも同様の政策がとられた（Montero y Barahona２００３,

２２―４５）。貧困撲滅国家計画では，従来の社会扶助政策を単なる貧困緩和策

であり受給者のイニシアティブをそぐものと批判し，機会の平等を創設す

ることの重要性を強調している。同計画のもとで社会扶助院は，貧困層の

子供が通学を続けられるように奨学金の支給のような支援が行われた。こ

のプログラムでは，学校の通信簿のコピーの提出を条件に奨学金を支給す

るものであり，後述する条件付き現金給付のはしりといえる（Román２０１０,

２４）。

アリアス国民解放党政権下の２００６年に，条件付き現金給付プログラム

「前進しよう」（Avancemos）が開始された。同プログラムの目的は中等教

育の普遍化，貧困家庭への現金給付を通しての貧困削減と退学阻止による

貧困の世代間連鎖からの解放である。給付条件は，貧困であるとの認定の

ほかに，子供の学校への通学と他の扶助を受給していないこととなってい

る（１３）。２００７年の給付額は現地通貨で支給されるがドルに換算すると，７

年生の月２７ドルから１２年生の９０ドルまで学年が上がるごとに上昇するよう

になっている。また，子供の人数にかかわらず１世帯当たりの給付上限は

１４４．１ドルに設定されている。受給学生は２００９年９月時点で１５万５９８人となっ

ている（Román２０１０,３９）。同プログラムにより貧困率は０．５パーセント，

最貧困率は０．４パーセント低下したとの研究がある。他方中等教育の中退

防止効果に関しては，わずかに中退率が低下したが，それは他の要因と複

合した結果であり，プログラムの影響に関する正確な測定がなく確かなこ

とはいえないとされている（Román２０１０,４４―４５）。同プログラムを実施し

ている社会扶助院は，この「前進しよう」プログラムのほかに，貧困家庭

に対する基礎的ニーズを給付する「家族福祉」（Bienestar Familiar）プログ

ラム，職業訓練扶助，起業支援等さまざまなプロジェクトを行っている（１４）。

社会扶助院では，貧困者世帯をソーシャルワーカーが訪問し，貧困者の

認定を行う。貧困世帯に認定された場合，貧困対象者情報システム（Sistema
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de Información de Pobre Objetivo: SIPO）に登録されるが，人員と予算不足

により全貧困世帯の約２５パーセントしか把握できていないという。また社

会扶助院の行う，食料扶助，住宅扶助，交通扶助等はすべて現金により行

われている。社会扶助院幹部の証言によると，現金による給付は現物支給

の煩雑さを回避するためであり，また受給者の自主性を尊重するためでも

あるという。現金支給により目的外使用があるのではないかとの質問に対

して，貧困者の多くが女性であり，女性は生活を優先して考える傾向にあ

るとの回答があった（１５）。このように近年の対貧困政策は扶助の対象をよ

り明確にし，さらに扶助と教育を結びつけ貧困の世代間連鎖からの開放と

いう中長期のタイムスパンをもったものになっている。このような条件付

き現金給付は１９９０年代末にブラジルとメキシコで始まり，２００８年までにラ

テンアメリカの多くの国で採用されている。コスタリカの「前進しよう」

プログラムは，そうした世界的傾向に沿ったものである。条件付き現金給

付政策の根底には，市場機能への信頼があり，従来型の学校への補助や医

療センターの建設といったプログラムとは性格を異にしているとの評価が

ある（Rawlings and Rubio２００３,３）。市場機能への信頼をもとにしていると

いう意味で，コスタリカの条件付き現金給付プログラム「前進しよう」は

新自由主義的プログラムであるといえる。

おわりに

コスタリカは，１９７０年代までにラテンアメリカ域内では相対的良好な社

会指標を達成した。それは，一方では普遍的な医療や教育制度が整備され

たことの結果であるが，他方では年金の普及や労働市場における女性の参

加は域内の主要国と同程度であった。そのため，コスタリカの福祉国家は，

社会民主主義レジームと保守主義レジームの混合とみることができる。こ

うしたコスタリカにおける福祉国家を推進した要因は，特定の圧力団体や

労働組合による権力資源の動因の成功ではなく，社会民主主義政党と自己

規定している国民解放党政権のイニシアティブによるものであった。
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しかし，コスタリカも域内他国と同様に１９８０年代には深刻な経済危機に

見舞われ，その対策として１９９０年代より新自由主義政策が導入された。新

自由主義政策は経済面に限らず，社会保障面にも及んだ。それは年金制度

への積み立て制度導入であり，また医療制度における市場原理の導入であっ

た。対貧困政策の条件付き現金給付政策も，市場機能への信頼を基盤とし

ており，新自由主義的プログラムであるといえる。こうした社会保障制度

の新自由主義改革は，世界銀行の提言や融資が関係したことは確かである

が，そうした外圧のみにより制度改正が行われたわけではなかった。年金

制度改革に関しては社会協議が行われ，医療制度改革でも政治的合意がな

されたうえで，国際機関の改革案を受け入れたものであった。

【注】
�１ 国民解放党ウェブサイト（http://pln.or.cr/?p=７３）。
�２ 国民解放党ウェブサイト（http://pln.or.cr/docs/pln.htm）。
�３ “Patio de Agua, Manifiesto Democrático para una Revolución Social” 国民解放党
ウェブサイト（http://pln.or.cr/docs/patio.htm）。
�４ 国家統計センサス局ウェブサイト（http://www.inec.go.cr/Web/Home/Generador

Pagina.aspx）。
�５ La Nación１７de agosto de１９９５，ラ・ナシオン紙ウェブサイト（http://wvw.nacion.

com/ln_ee/１９９５/agosto/１７）。
�６ La Nación１１de octubre de １９９５，ラ・ナシオン紙ウェブサイト（http://wvw.

nacion.com/ln_ee/１９９５/octubre/１１）。
�７ ラ・ナシオン紙ウェブサイト（http://wvw.nacion.com/ln_ee/１９９５/diciembre/

resumen）。
�８ ラ・ナシオン紙ウェブサイト（http://wvw.nacion.com/concertacion）。
�９ “Reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte”，コスタリカ社会保険公庫
ウェブサイト（http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Portal）。

�１０ コスタリカ全体では必要カロリーを更正する４５品目の食料品の購入価格を示す。
国家統計センサス局ウェブサイト（http://www.inec.go.cr）。

�１１ “Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones”，コスタリカ
社会保険公庫ウェブサイト（http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Portal）。

�１２ 社会扶助院（IMAS）ウェブサイト（http://www.imas.go.cr/acerca_imas/normativa.
html）。

�１３ 社会扶助院（IMAS）ウェブサイト（http://www.imas.go.cr/）。
�１４ 注�１３に同じ。
�１５ ２０１２年１月１７日，社会扶助院で行った筆者のインタビューによる。
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